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第２ 消防用設備等の設置単位  

 

   

１ 消防用設備等の設置単位 

(1) 消防用設備等の設置単位は、建築物である防火対象物については、特段の規定

（政令第８条、第９条、第９条の２、第１９条第２項及び第２７条第２項）のな

い限り、棟であり、敷地ではないこと。  

(2) 棟とは、原則として、独立した一の建築物又は二以上の独立した一の建築物が

渡り廊下等で相互に接続されて一体となったものをいうこと。 

(3) 本基準に適合する場合は原則として政令別表第１の適用にあたって別の防火対

象物として扱うものであること。 

 

２ 防火上有効な措置が講じられた壁等により別棟とみなすことができる渡り廊下等 

建築物と建築物が渡り廊下（その他これらに類するものを含む。以下同じ。）、

地下連絡路（その他これらに類するものを含む。以下同じ。) 又は洞道（換気、暖

房又は冷房の設備の風道、給排水管、配電管等の配管類、電線類その他これらに類

するものを敷設するためのものをいう。以下同じ。) により接続されている場合は、

原則として１棟であること。 

  ただし、省令第５条の３第２項第１号に規定する「渡り廊下等の壁等」及び同項

第２号に規定する「渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等」

（以下「渡り廊下等の壁等」という。）により区画された場合は、別棟として取り

扱うことができるものであること。 

 

３ 渡り廊下等の壁等 

渡り廊下等の壁等は次に掲げるものとする。 

(1) 省令第５条の３第２項第１号に掲げるもの 

壁等の構造方法を定める件（令和６年国土交通省告示第２２７号）に示す壁等

のタイプのうち、「火災の発生のおそれの少ない室又は通行の用にのみ供する建

築物の部分を構成する壁等により区画する場合」に該当するもの 

(2) 省令第５条の３第２項第２号に掲げるもの 

ア 渡り廊下を構成する壁等（床、壁その他の建築物の部分又は防火戸（建基法

第２条第９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。以下４から６にお

いて同じ。）をいう。） 
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イ 地下連絡路（通路でその全部又は出入口以外の部分が地下に設けられるもの

のうち、当該通路により接続されている建築物又はその部分（当該通路が接続

されている階をいう。）の特定主要構造部が耐火構造であるものをいう。）を

構成する壁等 

ウ 洞道（換気、暖房若しくは冷房の設備の風道、給水管、排水管、配電管その

他の配管類又は電線類その他これらに類するものを敷設するために地中に設け

られるものをいう。）を構成する壁等 

エ アからウに掲げるもののほか、消防長又は消防署長が認める壁等 

 

４ ３・(2)・アに掲げる渡り廊下を構成する壁等に関する基準 

建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合で、次の

(1)から(3)までに適合している場合。 

なお、次の(1)から(3)までの規定が適用されるもの（(2)ただし書を適用したもの

を除く。）についても、直接外気に開放されている渡り廊下を除き、努めて次の(4)

により指導すること。★ 

(1) 渡り廊下の有効幅員は、当該渡り廊下が設けられている防火対象物の主要構造

部の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いた場合にあって

は３ｍ未満とし、その他の場合にあっては６ｍ未満とすること（第２－１図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 渡り廊下で隔てられた防火対象物の部分相互間の距離（別紙１参照）は、１階

にあっては６ｍを超えるものとし、２階以上の階にあっては１０ｍを超えるもの

とすること（第２－２図参照）。ただし、次のアからウまでに適合する場合は、

この限りでない。 

第２－１図 

主要構造部の全部又は

一部に木材、プラスチッ

クその他の可燃材料を用

いた建築物 

主要構造部の全部又は

一部に木材、プラスチッ

クその他の可燃材料を用

いた建築物 

又は 

それ以外の建築物 

主要構造部の全部又は一

部に木材、プラスチックそ

の他の可燃材料を用いた

建築物以外の建築物 

主要構造部の全部又は一

部に木材、プラスチックそ

の他の可燃材料を用いた

建築物以外の建築物 
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ア 渡り廊下が設けられている防火対象物の外壁及び屋根（渡り廊下が接続され

ている部分からそれぞれ３ｍ以内の距離にある部分（第２－３図参照）に限る。）

が、次のいずれかに該当していること（第２－４図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 耐火構造又は防火構造で造られていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－２図 

第２－４図 

耐火構造又は 

外壁に沿う 

開口部 

：３ｍ以内の距離にある部分 

（当該部分の開口部面積の合 

計が４㎡以内であること。） 

第２－３図 
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(ｲ) 耐火構造若しくは防火構造の塀その他これらに類するもの、閉鎖型スプリ

ンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備（特定施設水道連結スプリンク

ラー設備は含まれない。また、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリ

ンクラー設備に代えて、パッケージ型自動消火設備を設置することはできな

い。）又はドレンチャー設備で延焼防止上有効に防護されていること。  

※ スプリンクラー設備又はドレンチャー設備の技術上の基準は政令第１２

条第２項の基準の例によること。 

イ 渡り廊下が設けられている防火対象物の外壁及び屋根（渡り廊下が接続され

ている部分からそれぞれ３ｍ以内の距離にある部分（第２－３図参照）に限る。）

は、開口部（当該開口部の面積が４㎡以内、かつ、防火戸が設けられているも

のを除く。）を有していないこと。 

 (ｱ) 開口部に関するかっこ書の適用にあたって、防火対象物の部分相互間の距

離が３ｍ以上で渡り廊下が準不燃材料又は同等以上の不燃性能を有するもの

で造られたものにあっては、開口部面積を問わないことができるものである

こと。 

(ｲ) 面積４㎡以内の開口部とは、第２－５図のようにＡとＢの防火対象物が接

続する場合、Ａ側又はＢ側の開口部面積の合計が４㎡以下のものをいうもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－５図 

耐火構造又は 

建築物Ａ 建築物Ｂ 

Ａ側の開口部の面積（Ａ＋Ｂ）≦４㎡ Ｂ側の開口部の面積（Ｃ＋Ｄ）≦４㎡ 
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ウ 渡り廊下は、次の(ｱ)又は(ｲ)によること。 

(ｱ) 直接外気に開放されているもので、渡り廊下が接続されている部分に設け

られた出入口には防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は

随時閉鎖することができ、かつ、イオン化式スポット型感知器、光電式スポ

ット型感知器、光電式分離型感知器、煙複合式スポット型感知器、イオン化

アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式スポット型感知器、光電アナ

ログ式分離型感知器若しくは熱煙複合式スポット型感知器（以下この項にお

いて「イオン化式スポット型感知器等」という。）の作動と連動して閉鎖す

る構造のものに限る。）が設けられていること。 

なお、直接外気に開放されている渡り廊下は、次のいずれかに適合するも

のであること。 

ａ 防火対象物の部分相互間の距離が１ｍ以上であり、廊下の両側面の上部

が、天井高の２分の１以上又は高さ１ｍ以上廊下の全長にわたって直接外

気に開放されたもの（第２－６図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－６図 
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ｂ 防火対象物の部分相互間の距離が１ｍ以上であり、廊下の片側面の上部

が、天井高の２分の１以上又は高さ１ｍ以上廊下の全長にわたって直接外

気に開放され、かつ、廊下の中央部に火炎及び煙の伝送を有効に遮る構造

で天井面から５０㎝以上下方に突き出した垂れ壁を設けたもの 

ｃ ａ及びｂに掲げるものと同等以上の開放性を有するもの 

(ｲ) (ｱ)以外のものについては次に掲げる基準に適合するものであること。 

ａ 防火対象物の部分相互間の距離は１ｍ以上であること。 

ｂ 建基政令第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋

コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を準不燃

材料で造ったものであること。 

ｃ 渡り廊下が接続されている部分に設けられた出入口の面積は、４㎡以下

とすること。この場合において、当該出入口には防火戸（随時開くことが

できる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、イオン

化式スポット型感知器等の作動と連動して閉鎖する構造のものに限る。）

が設けられていること（第２－７図参照）。 

※ 防火戸がシャッターである場合は、当該シャッターに近接して建基政

令第１１２条第１９項第２号で定める防火戸を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－７図 
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ｄ 直接外気に接する開口部又は機械排煙設備は、次に定めるところにより

設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプ

リンクラー設備（特定施設水道連結スプリンクラー設備は含まれない。ま

た、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備に代えて、

パッケージ型自動消火設備を設置することはできない。）又はドレンチャ

ー設備が設けられている場合は、この限りでない。 

(a) 排煙上有効な位置に、火災の際容易に接近できる位置から手動で開放

できるように又はイオン化式スポット型感知器等の作動と連動して開放

するように設けられていること。 

(b) 直接外気に接する開口部の面積の合計は、１㎡以上とすること。この

場合において、屋根又は天井に設けるものにあっては、渡り廊下の幅員

の３分の１以上の幅で長さ１ｍ以上のもの、外壁に設けるものにあって

は、その両側に渡り廊下の３分の１以上の長さ（第２－８図参照）で高

さ１ｍ以上のものその他これらと同等以上の排煙上有効なものとするこ

と。 

なお、設置にあたっては、第２－９図を参照すること。 

※１ 渡り廊下の天井面に設ける自然排煙口の幅は、廊下の幅員となる

ように指導すること。 

※２ 渡り廊下の外壁面に設ける自然排煙口の位置は、天井面から１．

５ｍ以内とすること。  

 

 

 

 

 

 

 

第２－８図 

「渡り廊下の長さ」は、廊下幅員の中心を通る線で判定する。 
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(c) 機械排煙設備は、渡り廊下の内部の煙を有効に、かつ、安全に外部へ

排除することができるものであり、電気で作動させるものにあっては、

非常電源が附置されていること。 

※１ 機械排煙設備は、次の減圧方式又は加圧方式とすること。 

(1) 減圧方式は、排煙風量が１秒間に６㎤以上の能力を有するもの

とし、排煙口の大きさは、廊下幅員の幅で長さ１０㎝以上とする

こと。 

(2) 加圧方式は、水柱圧力が２㎜以上の能力を有するものとするこ

と。 

      ※２ 排煙設備の非常電源は、第１０非常電源の基準の例によること。 

なお、この場合非常電源の種別は省令第１２条第１項第４号かっ

こ書きの規定を適用しないことができるものであること。 

第２－９図 

     ○屋根又は天井に設ける場合 

廊下の幅員の３分の１以上の幅で長さは１ｍ以上のもの 

その両側に廊下の３分の１以上の長さで高さ１ｍ以上のもの 

○外壁に設ける場合 

1.5ｍ以内 
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(3) 渡り廊下は、通行又は運搬の用途にのみ供され、可燃物の存置その他通行の支

障がない状態を維持すること。 

(4) (1)から(3)までの規定が適用されるものについても、直接外気に開放されてい

る渡り廊下を除き、努めて次により指導すること。★ 

 ア 渡り廊下が接続されている部分に設けられた出入口には防火設備を設けるこ

と。 

 イ 渡り廊下の構造は、準不燃材料又は同等以上の不燃性能を有するもので造ら

れたものとすること。 

 

５ ３・(2)・イに掲げる地下連絡路を構成する壁等に関する基準 

建築物と建築物が地下連絡路（天井部分が直接外気に常時開放されているもの（ド

ライエリア形式のもの）を除く。以下同じ。) で接続されている場合（第２－１０

図参照）で、次の(1)及び(2)に適合している場合。 

なお、天井部分が直接外気に常時開放されているものとは、当該連絡路の天井部

分のすべてが開放されているもの又は当該連絡路の天井の長さがおおむね２ｍにわ

たって幅員の大部分が開放されているものをいうものであること。また、側壁部分

が開放されているものは、４・(2)・ウ・(ｱ)の開放式の渡り廊下の基準によるもの

であること（第２－１１図参照）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－１０図 
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(1) 連絡路の長さが２０ｍ未満の場合は、次のアからカまでに適合するものである

こと。 

ア 地下連絡路は、通行又は運搬の用途にのみ供され、可燃物の存置その他通行

の支障がない状態を維持すること。 

イ 地下連絡路は、耐火構造とし、その壁及び天井（天井のない場合にあっては、

屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）

並びに床の仕上げを不燃材料でし、かつ、それらの下地を不燃材料で造ったも

のとすること。 

ウ 地下連絡路の長さ（地下連絡路が接続されている部分に設けられた出入口相

互間の距離をいう。） は、６ｍ以上とし、その幅員は６ｍ未満とすること（第

２－１２図参照）。ただし、地下連絡路が接続されている部分に閉鎖型スプリ

ンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備（特定施設水道連結スプリンクラ

ー設備は含まれない。また、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンク

ラー設備に代えて、パッケージ型自動消火設備を設置することはできない。）

又はドレンチャー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、

この限りでない（第２－１３図参照）。 

第２－１１図 
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(ｱ) 第２－１４図において建築物Ａ，Ｂ相互間の地下通路の長さはＬによるこ

と。 

(ｲ) スプリンクラー設備等を設けた場合であっても連絡路の長さはできるだけ

２ｍ以上とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 地下連絡路は、前ウの出入口を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区

画されていること（第２－１５図参照）。 

第２－１２図 

  

開口部のない耐火構造の壁 

Ｂ Ａ 

第２－１４図 

建
築
物 

６ｍ未満 

建
築
物 

６ｍ以上 

 ○地下連絡路の長さ 

○スプリンクラー設備又はドレンチャー設備を設けた場合 

Ｌ：６ｍ以下でも可（できるだけ２ｍ以上とすること） 

Ｗ：６ｍ以上でも可 

第２－１３図 
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オ ウの出入口の面積は、４㎡以下とすること。この場合において、当該出入口

には防火戸（特定防火設備に限る。なお、随時開くことができる自動閉鎖装置

付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、イオン化式スポット型感知器等

の作動と連動して閉鎖する構造のものとすること。）が設けられていること（

第２－１６図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－１５図 

第２－１６図 
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カ 地下連絡路には、４・(2)・ウ・(ｲ)・ｄ・(a)及び(c)により排煙設備が設け

られていること（第２－１７図参照）。ただし、当該地下連絡路のうち天井が

地上に露出する部分が過半で、かつ、天井が地上に露出しない部分の長さが３

ｍ以内である場合の当該地下連絡路の排煙設備は、４・(2)・ウ・(ｲ)・ｄ・(ｂ)

とすることができる。 

なお、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備（特定施設

水道連結スプリンクラー設備は含まれない。また、閉鎖型スプリンクラーヘッ

ドを用いるスプリンクラー設備に代えて、パッケージ型自動消火設備を設置す

ることはできない。）が設けられている場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 連絡路の長さが２０ｍ以上の場合は、(1)・ア、イ及びエ並びに次のア及びイに

適合するものであること。 

ア 地下連絡路の幅員は６ｍ未満であること。 

イ 接続部の出入口には防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又

は随時閉鎖することができ、かつ、イオン化式スポット型感知器等の作動と連

動して閉鎖する構造のものに限る。）が設けられていること。 

 

６ ３・(2)・ウに掲げる洞道を構成する壁等に関する基準 

建築物と建築物が洞道で接続されている場合で、次の(1)から(5)までに適合する

場合 

(1) 洞道は、耐火構造又は防火構造とし、その内側の仕上げを不燃材料でし、かつ、

それらの下地を不燃材料で造ったものとすること（第２－１８図参照）。 

 

 

第２－１７図 
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(2) 洞道は、洞道が接続されている部分に設けられた開口部及び当該洞道の点検又

は換気のための開口部（当該洞道が接続されている建築物内に設けられるものに

限る。）を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。 

(3) 洞道内の風道、配管、配線その他これらに類するもの（以下この項において「

風道等」という。）が建築物内の耐火構造の床又は壁を貫通する場合は、当該風

道等と当該貫通する部分の隙間を不燃材料で埋めること（第２－１８図参照）。

ただし、洞道の長さが２０ｍを超える場合は、この限りでない。 

(4) (2)の点検のための開口部には、防火戸（当該開口部の面積が２㎡以上のものにあ

っては、自動閉鎖装置付のものに限る。）が設けられていること（第２－１９図参

照）。 

(5) (2)の換気のための開口部の面積は、２㎡以下とすること。この場合において、

常時開放状態にあるものにあっては、防火ダンパーが設けられていること（第２

－１９図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－１８図 

点検のための開口部（２㎡以上のも 

の）は、自動閉鎖装置付きの防火戸 

第２－１９図 
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７ 消防長又は消防署長が認める壁等に関する基準 

規則第５条の３第２項第２号に規定する「消防庁長官が定める基準」は、消防長

又は消防署長が、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして、規則第５条の

３第２項第１号又は４から６までに定める基準による場合と同等以上の安全性を確

保することができると認めるものとする。（令和７年４月１日現在未制定。） 

 

８ 渡り廊下等の壁等により区画され、別の防火対象物とみなされるそれぞれの防火

対象物の延べ面積の算定 

渡り廊下等の壁等により区画され、別の防火対象物とみなされるそれぞれの防火

対象物の延べ面積の算定については、原則として渡り廊下等の床面積を別とみなさ

れる防火対象物の延べ面積に応じて按分し、それぞれの防火対象物に帰属させるこ

と。また、渡り廊下等における消防用設備等の設置については、原則として上記の

渡り廊下等が帰属する防火対象物のうち、延べ面積が大なる防火対象物に適用され

る消防用設備等の技術基準に適合させること。  

なお、上記原則によるほか、別の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物

の管理権原者が異なる場合等においては、実情に応じた取扱いとしても差し支えな

い。 

 

９ ２から７によるほか、建築物と建築物の接続が次のいずれかに適合する場合は、

別棟として取り扱うことができるものであること。 

(1) 建築物と建築物が固定的な構造でない雨どいを共有する場合又は屋根が交差し

ている場合  

(2) 建築物と建築物が地下コンコース、公共用地下道（地下街の地下道を除く。）を

介して接続しているもので次のアからウまでに適合する場合 

  ア 接続する部分の一の開口部の面積は、おおむね２０㎡以下であること。ただし、

当該開口部の直近が、外気に有効に開放されている場合にあっては、この限りでな

い。 

  イ アの開口部には、防火戸（特定防火設備で随時開くことができる自動閉鎖装置

付のもの又は煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖するものに限る。）が設けら

れていること。 

  ウ イの防火戸が防火シャッターである場合は、直近に建基政令第１１２条第１９

項第２号に定める防火戸が設けられていること。ただし、当該シャッターが２段降

下方式等避難上支障がない場合を除く。 
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10 既存防火対象物の取扱い 

  既存防火対象物が相互に地下連絡路（公共用のものを除く。）又は渡り廊下（以下「

連絡路等」という。）で接続されている場合（昭和５０年３月３１日現に接続されて

いるものをいう。）で、延焼防止上有効な状態にあるものは、次のいずれかにより取

り扱うことができるものであること。 

(1) 昭和５０年３月３１日までにおいて連絡路等の位置、構造、設備その他の条件を

付して別の防火対象物として取り扱ったもので、当該条件を維持しているものは、そ

れぞれ別の防火対象物として取り扱うものであること。 

(2) 連絡路等の構造が５・(1)の各号（オ号のうち「出入口の面積は、４㎡以下とする

こと。」を除く。）に適合する場合は、同オ号中「４㎡」とあるのを「８㎡」に読み

替えてそれぞれ別の防火対象物として取り扱うものであること。 

(3) 連絡路等の構造が５・(1)の各号（オ号のうち「出入口の面積は、４㎡以下とす

ること。」及びカを除く。）に適合し、かつ、連絡路等の長さが１０ｍ以上である

場合は、オ号中「４㎡」とあるのを「８㎡」と読み替えてそれぞれ別の防火対象物

として取り扱うものであること。 

 

11 その他 

(1) 防火対象物の接続がその特殊性から２から７に掲げる方法によりがたいもので、

火災の延焼拡大の要素が少ないもの又は社会通念上から同一の防火対象物として扱

うことに不合理を生ずるものについては、防火対象物ごとに検討するものであるこ

と。 

(2) (1)に掲げる火災の延焼拡大の要素が少ないものとして、接続部分の煙、火炎、熱

等の影響を検証する性能規定的な手法による場合は、主管課（予防課）と協議する

こと。 

(3) 本基準が施行される前の防火対象物の取扱基準は、別記のとおりである。 
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別記 

           消防用設備等の設置単位について 

 

消防用設備等の設置単位について 

１ 消防用設備等の設置単位は、防火対象物中建築物については、特段の規定（例：

政令第８条、第９条、第１９条第２項、第２７条第２項）のない限り、棟であり、

敷地ではない。 

２ 建物と建物が渡り廊下等の接続部分（以下「渡り廊下等」という。）により接続

されている場合は、原則として別棟であること。ただし、次のいずれかに該当する

場合は、１棟として計算すること。 

(1) 渡り廊下等の用途 

    通行、運搬以外の用に供しているもの 

(2) 渡り廊下等の幅員 

接続される一方又は双方の建物が木造である場合は３ｍ以上、その他の場合は

６ｍ以上であるもの 

(3) 接続される建物相互間の距離 

接続される建物について、当該建物相互の１階の外壁間の中心線から水平距離

が、１階にあっては３ｍ以下、２階以上の階にあっては５ｍ以下であるもの。 

なお、(1)及び(2)には該当しないが、(3)に該当する場合でも、渡り廊下等を吹

き抜け等、いわゆる開放式とし、かつ、接続される建物の相互間の外壁が耐火構

造であるとき、その他延焼防止のため有効な措置を講じたときは、別棟として取

り扱っても差し支えない。 

※ (3)の「その他延焼防止のための有効な措置を講じたとき」とは、原則として

次の各号に該当する場合として運用すること。 

   ア 建物相互間の距離が２ｍ以上であること。 

   イ 相互の建物の外壁が、防火構造と同等以上の防火性能を有すること。 

ウ 当該渡り廊下は不燃材料で造られ、又は覆われており、かつ、内装は難燃

材料で施工されていること。 

エ 当該渡り廊下相互に随時開けることのできる自動閉鎖装置付の防火設備が

設置してあること。 

オ 当該渡り廊下は開放式となっているか、又は上部に次の構造の排煙口が設けて

あること。 
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建
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排煙口 

建
築
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２ｍ以上 
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ℓ 
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火
戸 

防
火
戸 

渡り廊下 

排煙口の構造 

○ 大きさ 

 

  長さ ℓ≧１ｍ 

   

幅  a≧－×Ａ 

 

○ 構造 

越屋根等常時開放していること。 

2 

3 
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別紙１  

 

渡り廊下で隔てられた防火対象物の部分相互間の距離 

１ 下図の場合、いずれもＡ部分を防火対象物の部分相互間の距離として取り扱うこ

と。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 １ 

渡り廊下 Ｂ Ａ 

例 ２ 

Ａ 
渡り廊下 

Ｂ 

例 ３ 

１ Ｆ 

２ Ｆ 

渡り廊下 

Ａ 

１ Ｆ 
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２ 渡り廊下の接続する部分が高低差を有する場合の距離は水平投影距離によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防火対象物の部分相互間の距離が階によって異なる場合は、接続する階における

距離によること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


